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令和６年３月１５日 

総 務 部 防 災 課 

 

江東区事業継続計画（震災編） 令和５年度改定概要 

 

I 江東区事業継続計画改定の趣旨 

江東区では、大規模な震災に見舞われ行政機能が低下する中であっても、区の責務を果たすため、優先すべ

き業務や事前対策等を明記した「江東区事業継続計画（震災編）（以下「区ＢＣＰ（震災編）」とする。）」を平成２４

年３月に策定した。 

このたび、内閣府（防災担当）が令和５年５月に「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手

引き」を見直したこと及び令和４年５月に東京都が公表した首都直下地震等における新たな被害想定や最新の

関係法令・関連計画等を検証し、江東区地域防災計画を令和５年度に改定したことに伴い、修正を行った。 

 

II 区ＢＣＰ（震災編）改定の意義・役割 

１ 多方面からの支援を最大限活用するための庁内体制の整備 

大都市における震災である阪神・淡路大震災のみならず近年発生した東日本大震災や熊本地震等の大規模

災害時において、多くの自治体が災害対応に際して、指揮命令系統の混乱や優先的に対応する業務の判断の

難しさ、職員（応援者含む）の執務環境や生活環境の確保が難しいなどにより、十分な対応ができない事例が発

生した。その中には、事業継続計画を策定した直後の自治体もあったが、そこでも十分な対応ができなかった。 

このため、今回の計画の改定にあたっては、これまでの計画の問題点を解決しながら、個々の業務の継続性を

高めることで、区役所全体の災害対応力の向上につなげることが求められる。 

２ 改定作業を契機とした職員の意識改革 

本計画は、災害発生時に全ての担当課・担当職員が何をしなければならないかについて記した計画である。

直近では平成２８年度に計画が改定され、具体的な非常時優先業務の洗い出しやその業務内容、必要な資源

について整理がされたところであるが、それから６年が経過していることから、改めて庁内調査等を実施し、全て

の部課職員が自ら考え手を動かしてもらうことで、災害時に実施すべき内容について意識する契機として位置づ

ける。 

３ 改定作業を通じた関係機関との連携体制の見直しと強化 

非常時優先業務を実施する際には、行政機関だけではなく民間事業者の協力を得ることが必要不可欠であ

り、民間事業者との間の連携体制の構築が必要である。 

計画の改定作業を通じて、各部課における非常時優先業務を実施する上で必要な民間事業者との連携体制

における具体のプロセスを整理し、必要に応じてその内容の見直しなど、体制の強化につなげる。 
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III 区ＢＣＰ（震災編）の改定方針 

１ 従前計画の改善するべき主要点 

（1） 全庁統一の非常時優先業務の選定基準がない 

これまでの計画では、非常時優先業務の抽出が行われているが、その全庁的な選定基準が明記されていな

い。災害時には不測の事態となることもあるため、全庁統一基準を明確にした上で、計画策定時の非常時優先業

務を選定し、実際の災害発生時にも、判断に迷った場合に意思決定をする拠り所とできるようにする。 

（2） 発災時のよりシビアな状況を想定した計画づくり 

非常時優先業務ごとに「業務概要」「業務担当」「人員規模」「実施期間」「必要な資源」等を整理し、災害発生

時に迅速に対応できるように定めているが、人員不足や必要な資源が確保できない状況になったときの対策は

定められておらず、非常時優先業務を継続的に実施する実効的な計画にすることが必要である。 

これまでの計画の「第５章 事前対策に関して（令和５年度修正版では「事業継続に必要な各種環境・資源の

確保」に変更）にそれぞれの対策が記されているが、現状の課題を中長期的に改善するための計画となってお

り、執務室や電力、飲料水・食料等、情報システム機能に支障があった場合の災害時の対応策等について検討

が必要である。 

このため、必要な資源が確保できない場合の代替確保方策や、参集人員が想定より少ない場合の更なる非常

時優先業務の絞り込み順位などを明確にする。 

２ 改定の基本方針 

（1） 新たな被害想定や最新の関連法令、関連計画をふまえた改定 

これまでの区ＢＣＰ（震災編）をもとに、令和４年５月に東京都が公表した首都直下地震等における新

たな被害想定や最新の関係法令・関連計画等を検証し、その内容を区ＢＣＰ（震災編）改定に生かす。 

 

① 想定災害 

区ＢＣＰ（震災編）の前提とする地震は、令和４年５月に東京都防災会議が発表した「東京都の新たな

被害想定 ～首都直下地震等による東京の被害想定～」における「都心南部直下地震」とする。 

その地震の発生条件・被害想定は、次表のとおりである。 

図表 １ 都心南部直下地震による被害の概要（江東区） 図表 ２ ライフライン被害と復旧期間（江東区） 
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② 関連計画等の改定 

a)内閣府のガイドライン 

内閣府は、業務継続計画を策定するだけでなく、重要６要素を網羅するとともに、点検や訓練の仕組みを充

実させること等により、より実効性の高い業務継続計画策定に向けた継続的改善（ＢＣＭ）を重視し、「大規模

災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」（令和５年５月）を改定した。 

 

b)東京都業務継続計画 

東京都は、東日本大震災及び熊本地震等の災害から得られた教訓を踏まえ、平成２９年１２月に「東京都業

務継続計画（都政のＢＣＰ）」を改定した。 

令和５年１１月には、首都直下地震に加え、大規模風水害や、島しょ地域における津波や火山噴火など、東

京で起こり得る様々な危機に柔軟に対応できるＢＣＰとして、「東京都業務継続計画（都政ＢＣＰオールハザー

ド型Ｓｔｅｐ．１）」を改定した。 

 

図表 ３ （参考）東京都業務継続計画の改定概要 

 

（資料）東京都業務継続計画（都政ＢＣＰ オールハザード型Ｓｔｅｐ．１）の改定について 
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（2） 震災が発生したときに江東区災害対策本部機能をより迅速に発揮できる計画に改定 

首都直下地震等の地震災害が発生した際に、被災状況に応じて適切に非常時優先業務を実施し、区の災害

対策本部機能を発揮できるようにするための計画として改定する。 

具体的には、庁舎や区域が大きな被害を受けても、必要な対策を迅速に実施できるように次の視点で改定を

行う。 

 

① 業務委託による、専門的知見を活用した区ＢＣＰ（震災編）の総点検を実施することにより、計画

の実効性と課題を改めて把握する。 

② 職員の参集条件をより実災害を想定したものとする。 

③ 全庁統一の非常時優先業務の選定基準を設定する。 

④ 非常時優先業務の実施に必要な人的資源を明らかにする。 

⑤ 代替順位は、本部長（区長）に加え、部長級まで明記する。 

⑥ 部を越えた人員の再配置ができる仕組みを明記する。 

⑦ 執務室や電力、飲料水・食料等、情報システム機能に支障があった場合の現時点で取り得る対

策を記載する。 

⑧ 非常時優先業務の遂行に必要な人材や資源を整理するだけではなく、それらの確保に支障が

あった場合に現状で取り得る対応策を記載する。 

⑨ 上記を含め、非常時優先業務の中での優先順位の決定、人の配置の決定など災害時のマネジ

メントができる計画とする。 

（3） 災害発生時に多数の職員が動けるよう、全庁的な取り組みによる改定作業 

事業継続計画の策定・改定で最も重要なことは、職員全員がそのプロセスに関わることである。都心南部直下

地震が発生した場合、江東デルタ地帯の軟弱地盤で甚大な建物被害や人的被害が想定されており、多数の区

職員が被災する可能性がある。また、区の大半の地域で液状化が発生する可能性が高く、想定以上に道路通行

に支障が生じる可能性もあり、職員参集が十分にできないことも考えられ、区役所が一丸となって災害対応を実

施することが求められる。 

今回の計画改定業務を、区職員全員の防災・減災の取り組みや非常時の事業継続への意識を高める機会と

捉え、全庁的視点からの非常時優先業務の選定や限られた資源の中でどういった業務を優先して実施すべきか

の考え方について、職員全員で共通認識を持つようにしていく。全庁的な視点からの検討過程を通じることに

よって、職員が異動をした後でも、新しい職場でも全庁的な視点から優先するべき業務を遂行できる対応策にも

なる。 

 

（4） 平常時から必要な対策の進捗管理を行うための仕組みの強化 

本区では、事業継続管理委員会を立ち上げ、全庁的な事業継続管理における取り組み計画の策定や実施の

進捗管理を行っている。区全体の事業継続力を向上するために、この仕組みを強化していく。 
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IV 改定計画の概要 

１ 計画の基本方針 

区は、震災時において次の方針に基づいて事業継続を図るものとする。 

 

○ 地震による甚大な被害が発生した場合は、区民の生命、身体、財産を保護し、被害を最小限にとどめるた

め、地域防災計画による災害応急対策業務を最優先に遂行する。 

○ 地震発生から７２時間までは、人命に係る災害応急対策業務に重点を置くため、区民生活、施設等の維持

管理に著しい影響を与える通常業務以外は一旦停止する。 

○ 休止、縮小する通常業務は平常時における重要性をもって判断するのではなく、区民の生活の維持等に係

る重要度をもって判断する。 

○ 優先度の高い継続する通常業務は、災害応急対策業務に影響を与えない範囲で、順次再開する。 

○ 非常時優先業務に必要となる人員及び資機材の配分は、全庁横断的に行い、不足する人的・物的資源は、

公共的団体及び区民等の外部からの支援により確保する。 

２ 参集可能人数 

（1） 算定の考え方 

算定の考え方として、東京都が示している参集人員試算の考え方等を参考に、職員の居住地域から参集拠点

までの移動に要する距離から移動時間を算出し、発災からの経過時間毎に参集人数を算定した。なお、算定に

当たっては以下の参集条件を設定し、職員向けの参集アンケート調査を実施し、状況を把握した。 

 

【①発災タイミング】 

・夜間・休日等の発災（自宅から参集） 

 

【②参集方法・速度】 

・参集に当たっては、原則として徒歩または自転車による移動を基本とするが、最も早く到着可能な手段に 

より参集するものとする 

・出立準備時間として３０分程度を要するものとする 

・夜間の停電による視界不良や混乱状況、路上障害物等の回避、休憩等を考慮し、徒歩による参集時の移 

動速度は最大２ｋｍ／ｈとし、最大移動可能時間は１０時間を目途とする 

・同様に自転車による参集時の移動速度は最大６ｋｍ／ｈとする 

・距離及び参集手段により、最大移動可能時間を超過する場合は７２時間以降に順次参集として整理 

 

【③参集困難】 

・混乱により７２時間以内における参集対象者の２０％は参集困難（７２時間以降に順次参集） 

・家族の被災等により、各時間帯における参集対象者の１０％は参集困難（２週間以降に順次参集） 

・１ヶ月経過時点でも２％の職員が参集できないものと想定 

［参考：これまでの区ＢＣＰ（震災編）の職員参集の考え方］ 

 区であらかじめ定めている参集に係る規定を踏まえ、全職員の住所データと参集先の位置データを基に、徒

歩による参集（移動速度３ｋｍ／ｈ）として時間別参集人数を算定している。 
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（2） 算定結果（調査回答結果に基づく全庁職員の試算） 

職員参集体制については職員参集調査の回答により時間経過における参集率を算定し、職員数と掛け合わ

せることで各部の参集職員数を試算している。 

 

図表 ４ 全庁及び部署等別にみた時間毎の参集可能職員数 

所  属 合計 
参集人数（時間経過ごとの累計値） 

１時間 ３時間 ６時間 ２４時間 ３日 １週間 ２週間 １ヶ月 

参集可能職員数 ２，６１０ ２６２  ９１０  １，２８２  １，５１６  １，８２３  ２，３５１  ２，５１９  ２，５５０  

参集率（％） １００％ １０．０％ ３４．９％ ４９．１％ ５８．１％ ６９．８％ ９０．１％ ９６．５％ ９７．７％ 

政策経営部 ６５ ６ １８ ２８ ３５ ４５ ５８ ６１ ６４ 

総務部 １３５ １４ ４６ ６７ ７８ ９５ １２２ １３２ １３３ 

地域振興部 ７５ ６ ２２ ３３ ４１ ５０ ６７ ６９ ７０ 

区民部 ２７６ １９ ８１ １１７ １５１ １９２ ２４８ ２６５ ２６９ 

福祉部 １０２ ８ ３２ ４６ ５７ ７１ ９２ ９８ １００ 

障害福祉部 ５７ ６ ２０ ２５ ２９ ４０ ５１ ５５ ５６ 

生活支援部 ２０３ ２２ ６６ ９４ １１８ １４２ １８３ １９４ １９９ 

健康部（保健所） １９９ １０ ４６ ８４ １０６ １４０ １７９ １９１ １９５ 

こども未来部 ７４９ １１７ ３５９ ４３９ ４８３ ５２６ ６７６ ７３０ ７３４ 

環境清掃部 １８０ ６ ３４ ８２ ９５ １２６ １６２ １７３ １７６ 

都市整備部 ９０ ６ ２２ ３９ ５０ ６３ ８１ ８７ ８７ 

土木部 １３０ ９ ４３ ５６ ７３ ９０ １１８ １２６ １２７ 

会計管理室 １６ ０ ３ ５ ８ １１ １４ １５ １５ 

教育委員会事務局 ３０２ ３１ １１１ １５３ １７６ ２１０ ２７１ ２９２ ２９４ 

選挙管理委員会事務局 １１ ２ ３ ６ ７ ８ １０ １１ １１ 

監査事務局 ５ ０ １ １ １ ３ ５ ５ ５ 

区議会事務局 １５ ０ ３ ７ ８ １１ １４ １５ １５ 

※１ 参集人数に再任用者は含むが、会計年度任用職員は含まない。 

※２ 職員数は令和５年４月１日時点の数値。ただし、派遣職員等を除いた２，６１０名を対象として算定した。 

※３ 各部の参集人数は小数点以下第一位を四捨五入し計算しているため、各値の合計値が参集可能職員数とならない可能性が
ある点に留意する。 

 

図表 ５ （参考）従前の計画の参集可能職員数 

項   目 合計 
参集人数（時間経過ごとに累計） 

１時間 ３時間 ６時間 ２４時間 ３日 １週間 

参集人数 ３，０２７ ５８８ １，３７１ １，９５９ ２，４４８ ２，９５８ ３，０２３ 

参集率（％） １００．０％ １９．４％ ４５．３％ ６４．７％ ８０．９％ ９７．７％ ９９．９％ 
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３ 非常時優先業務 

（1） 非常時優先業務 

大規模地震発生時に、区が対象とする非常時優先業務とは、災害時であっても継続又は早期復旧・開始の必

要がある業務として、「優先度の高い通常時業務」と「優先度の高い震災時業務（以下「応急復旧業務」という。）」

に区分される。なお、応急復旧業務は、区地域防災計画で取り扱う業務のうち、全ての「災害応急対策業務」と早

期に開始が求められる「優先度の高い復旧・復興対策業務」を範囲としている。 

 

図表 ６ 地域防災計画・事業継続計画・各業務の範囲 

 

（2） 非常時優先業務設定の必要性 

平常時においては業務量に必要な職員数を確保しているため、この２つは均衡している。一方、災害発生時

においては、通常業務に加えて応急対策業務が追加され必要な業務量は大幅に増大するが、職員数は被災す

る者もいるため、平常時よりも少なくなり、業務量と職員数の均衡は大きく崩れることが想定される。このため、停

止してもよい業務を明確にし、限られた職員で必要な業務（非常時優先業務）を着実に執行することが必要とな

る。 

図表 ７ 平常時及び災害発生時における業務量と職員数の比較 
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（3） 非常時優先業務の選定基準 

区全体共通の非常時優先業務の選定基準を定める。発災後の時間区分によって業務は変化するため、事業

継続計画の対象期間である１か月を６フェーズに分け、選定基準を設定する。 

 

図表 ８ フェーズに応じた非常時優先業務の選定基準 

時間区分 非常時優先業務の選定基準 

フェーズ１ 

（～３時間） 

【中心業務は「区民の生命・財産を確保」】 

○地震から区民を守る（倒壊や火災等からの避難誘導） 

○初動体制を確立する 

○避難所を開設する 

○被災状況等を把握する 

○早期に再開すべき通常業務（施設管理、公印管理等）を再開 

○医療救護体制の構築 

○災害対策本部の設置 

フェーズ２ 

（～２４時間） 

【中心業務は「応急活動の開始」】 

○避難生活支援を開始する 

○道路等の啓開活動と各種活動拠点の立ち上げ準備を行う 

○重大な行事の延期調整の手続きを行う 

○医療救護活動の実施 

○災害対策本部体制及び受援体制の確立 

○遺体取扱い業務の実施 

○輸送体制・給水態勢の構築 

○備蓄物資等を提供する 

フェーズ３ 

（～７２時間） 

【中心業務は「被災者への支援を拡充」】 

○避難所での生活に最小限必要なものを確保する 

○備蓄物資等を提供する 

○重要施設への燃料を確保する 

○災害廃棄物処理体制の構築 

○業務システム等復旧作業 

○給水活動の実施 

フェーズ４ 

（～１週間） 

【中心業務は「被災者の健康と生活の確保」】 

○避難所での生活を支援する 

○必要な物資を調達する 

フェーズ５ 

（～２週間） 

【中心業務は「被災者の生活の質を向上」】 

○避難所での活動支援等により被災者の生活の質を向上 

○被災者の心のケアや居住環境を整える 

○本格化する区外からの支援に対応する 

○住家の被害認定調査の実施 

○生活再建等に必要となる窓口業務等の再開（特にまちの復旧に不可欠なものを優先） 

○教育再開に係る業務の検討 

○応急仮設住宅（公営住宅・民間賃貸住宅）の確保 

フェーズ６ 

（～１カ月） 

【中心業務は「生活の本格再建」】 

○罹災証明書の交付を開始する 

○応急仮設住宅（建設型）を着工する 

○復興に向けた取り組みに着手する 

○通常業務を段階的に再開する（生活再建や復旧に必要なものを優先） 
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（4） 非常時優先業務数 

各部での見直し作業を経て整理された非常時優先業務数は次のとおりである。 

 

図表 ９ 時間別非常時優先業務数 

業務開始目標時間 通常時業務 震災時業務 

発生から３時間まで １９ ７６ 

３時間から２４時間まで ６ ６２ 

２４時間から７２時間まで ９ ４６ 

７２時間から７日まで ７ ４０ 

８日から１４日まで １０ １７ 

１５日から１か月まで １８ １６ 

合  計（総業務数） ６９ ２５７ 

 

図表 １０ （参考）従前の計画の時間別非常時優先業務数 

業務開始目標時間 通常時業務 震災時業務 

発災直後 ２１ ５７ 

１時間以内 ５ ３６ 

３時間以内 ８ ４１ 

６時間以内 ３ １２ 

１２時間以内 ３ ７ 

２４時間以内 １１ １５ 

４８時間以内 １ ２７ 

７２時間以内 ２３ ２７ 

１週間以内 ５３ ３１ 

２週間以内 ５９ １８ 

１ヶ月以内 ９５ １８ 

直後～１ヶ月以内の合計 

（非常時優先業務数） 
２８２ ２８９ 

 

（5） 非常時優先業務必要人数 

これまでの計画には、非常時優先業務の実施に必要な人員規模（小・中・大）の設定はあったものの、その具

体的な数字が未設定であったため、今回新たに設定をしている。その手法としては、当該業務における人工（≒

発生業務量）の考え方を採用しており、職員一人が通常の勤務時間内（約８時間）で実施可能な業務量を「１」と

して、それが各フェーズの１日においてどれだけ発生するのかを設定した。 

そのため、発災初期における「発生から３時間まで」については、単純な必要人数とは一致しない点に注意す

る。 
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［参考：人工の考え方］ 

１人が１日（約８時間）に遂行できる業務量を「１」とすることを基本として、その業務にどれだけの業務量を充当す

る必要があるかといった考え方。算定式は以下のようになるが、「発生から３時間まで」のフェーズのみ業務遂行

時間の上限が３時間となるため、１人が遂行できる業務量の上限が「０．４」となる点に留意する。 

 

  算定式  人数×時間÷１日の通常勤務時間 ※小数点以下第二位を四捨五入として算定する。 

［例］  

・１人で１時間行う業務 → １×１÷８ ＝０．１ 

・１人で３時間行う業務 → １×３÷８ ＝０．４ 

 

上記の考え方で整理した人工をもとに発災時に想定される非常時優先業務において必要となる部別時間別必要

人数を推計したものは次のとおりである。 

図表 １１ 部別時間別非常時優先業務必要人数 

部    名 
発生から 

３時間まで 

３時間から 

２４時間まで 

２４時間から７

２時間まで 

７２時間から 

７日まで 

８日から 

１４日まで 

１５日から 

１か月まで 

政策経営部 ２５．８ ５２．８ ５４．５ ５８．８ ３５．５ ４２．２ 

総務部 ５８．０ ６２．８ ６２．８ ８４．３ １１４．７ ９９．７ 

危機管理室 ３１．０ ３１．７ ３２．３ ２７．８ １７．４ １６．９ 

地域振興部 ２．５ １．０ ５．０ ９．０ １１．０ ２１．０ 

区民部 ４０．５ ２６．５ ６４．９ ８２．８ １２３．８ １２１．５ 

福祉部 ４．５ ６．８ １９．２ ２３．２ ２２．８ ２３．８ 

障害福祉部 ８．０ １３．７ ５．６ ５．６ １６．０ １６．０ 

生活支援部 ６．０ ８．５ ７．０ ２６．５ １５．０ １８．１ 

健康部（保健所） ３２．３ １１３．６ １７６．０ １３３．３ １２０．０ １０１．９ 

こども未来部 ７４７．５ ７４８．０ ７４８．０ ６４０．０ ６４０．０ ６８７．０ 

環境清掃部 １７．０ １６１．０ １６８．０ １６８．０ １６８．０ １６８．０ 

都市整備部 ６２．５ ７４．２ ２１．０ ５６．３ ６８．１ ７６．９ 

土木部 ３１．５ １００．７ ３５９．４ ６５．０ ５４．０ ５３．０ 

会計管理室 ０．０ ０．０ ３．０ ６．３ ６．３ ８．１ 

教育委員会事務局 １３７．５ ７６．０ ８５．０ ２６．０ ３２．０ ６９．０ 

選挙管理委員会事務局 ２．０ １．８ ０．０ ２．８ ０．０ ０．０ 

監査事務局 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

区議会事務局 ２．５ ４．０ ７．３ ９．３ ９．３ ９．３ 

避難所運営等 ３４０．０ ６１２．０ ５１０．０ ６１２．０ ６１２．０ １３６．０ 

福祉部・障害福祉部共同 ８．０ ２０．４ １０２．２ １２８．６ １１２．０ １０４．２ 

合  計 １，５５７．０ ２，１１５．５ ２，４３１．２ ２，１６５．６ ２，１７７．９ １，７７２．６ 

※１ 「避難所運営等」については、災害情報連絡員、避難所配置職員の業務に必要な人数を算定。 

※２ 「福祉部・障害福祉部共同」については両部が合同で実施する業務の必要な人数を算定。 

※３ 「発生から３時間まで」において、各部の必要人数は小数点以下第二位を四捨五入し計算しているため、各値の合計値が 

合計欄と一致しない可能性がある点に留意する。 
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災害時における参集可能職員数と時間別必要人数をそれぞれより厳しい条件で推計したものを比較する

と、次のとおりである。発災から７２時間までのフェーズでは、非常時優先業務における必要な人数が、参集

可能職員数を大幅に上回っている。７日までのフェーズ以降では必要人数に対して参集可能職員数は上

回っている。 

 

図表 １２ 参集可能職員数と必要人数の比較 
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４ 事業継続に必要な各種環境・資源の確保 

（1） 対象とする項目（環境・資源） 

非常時優先業務を遂行する上での課題は、態勢や執務環境、情報システム、組織全体の対応力の確保など

の区本部運営に係る「全般事項に係る課題」と、各部が業務を遂行するための要領や必要な資源、各部での専

門的な対応能力の確保などの「個別事項に係る課題」とに大別できる。 

今回の改定では、これまでの計画の総点検を行うことで、事業継続に必要な各種環境・資源の確保について

対象を充実させている。 

 

図表 １３ 「事業継続に必要な各種環境・資源の確保」の構成（対象項目） 

大項目 
小項目 

改定計画 従前計画 

全般事項に係

る課題及び対

策の方向 

１．態勢 

・本部の運用態勢 

・応援、受援の考え方の確立 

２．執務環境の確保 

・耐震化の実施 

・執務室の安全対策 

・職員用飲料水、食料、トイレ等の確保 

・消耗品、備品等の確保 

・代替庁舎の選定状況 

・車両の管理 

・燃料等の管理 

・電力の確保 

３．通信・情報システム 

・通信機能の確保 

・情報システム機能の確保 

４．組織的な災害対応能力 

・教育、訓練の計画、実施 

１．態勢 

・本部の運用態勢 

・応援、受援の考え方の確立 

２．執務環境 

・耐震化の実施 

・執務室の安全対策 

・電力の確保 

・飲料水、食料等の確保 

３．情報システム 

・情報システム機能の確保 

４．組織的な災害対応能力 

・教育、訓練の計画、実施 

個別事項に係

る課題及び対

策の方向 

１．資源の確保 

・業務遂行に必要な資源の確保 

２．災害対応の実効力 

・災害対応マニュアルの充実 

・業務遂行能力の習得 

１．資源の確保 

・業務遂行に必要な資源の確保 

２．災害対応の実効力 

・災害対応マニュアルの充実 

・業務遂行能力の習得 

    ※ 改定計画では下線のあるものを新規追加 

 

（2） 対策を「事前対策」と「発災時の対応」に分けて整理 

これまでの計画では、それぞれの環境・資源の現状と課題を整理し、今後の対策を「対策の方向」としてまとめ

ている。今回の改定では、今後の対策だけではなく、現状において発災時に取り得る対応策も整理し、それぞれ

「事前対策」「発災時の対応」と分けて整理した。ただし、庁舎の耐震化など、発災時には対応のしようのないもの

は「発災時の対応」の記載はない。 
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（3） 新たな課題と対応方針 

 事業継続の観点からこれまでの計画を総点検し、現状や課題を把握する中で、以下の項目について早期に対

応を検討する必要がある。 

 

 １ 震災時業務の活動スペース（代替庁舎等）の検討 

   発災時には、震災時特有の業務が大量に発生する可能性がある。また、従来の各部の執務スペースも被

災によって利用不可となる可能性が想定される。そのため、平常時から各部の執務スペースの被災を極力

減らすように準備するとともに、執務スペースが使用不可ないし不足した場合の代替執務スペースの把握・

検討を行っておく必要がある。 

 

 ２ 職員用飲料水、食料、トイレの検討  

現時点では食料が９食分あるのみであり、飲料水は受水槽の水を活用する想定、トイレは職員用の備蓄

を行っていない状態である。そのため災害時に業務を継続するための人的資源となる職員の当面の生活に

必要な備蓄については、早急に備蓄の在り方や対応策を検討する必要がある。 

  

３ 電力確保策、情報システムの早期復旧 

電力については、非常用電源設備や非常用発電機を備えているものの、滞りのない事業継続を行うため

には、より多くの電力供給機能を確保しておく必要がある。そのため、非常用発電以外にも、平常時から国、

都、電力会社等の取り組みを注視するとともに、協定締結団体等との協力体制を構築する必要がある。 

また、情報システム機能について、停電が発生し、本区で導入されているシンクライアントシステムのサー

バへの商用電力の供給が遮断された場合には、商用電源復帰後に実施するシステム復旧作業が完了する

まで、多くの職員が使用するＰＣ端末が利用不可となる想定である。そのような状況下での対策案をあらかじ

め検討しておく必要がある。 

 

  ４ 他団体からの人的資源の活用と応援・受援体制の構築 

今回の改定では非常時優先業務の見直しを行うことでその業務数の縮小を行うことができた。一方で、各

非常時優先業務の必要な人員については、これまで明確にしていなかったものを今回の改定で算定をする

こととしたが、夜間休日に発災した場合は、発災後三日間について人的資源が不足する見込みである。 

   そのため、他自治体応援や協力会社の応援などの人材確保を引き続き全庁的に検討していく必要がある。 

 

５ 継続的な事業継続管理の必要性 

   今回の改定では、各部課の職員が自身の部署の役割について、自ら考え手を動かしてもらうことで、災害

時に実施すべき内容を意識してもらうことを狙いの一つとしている。 

一方で、これまでの事業継続管理のサイクルを続けてきたところではあるが、非常時優先業務や業務体制

の検討が充分でないケースが見受けられた。そのため今回の改定を契機として、各部課の事業継続管理に

ついて、分掌事項や事業継続計画上の非常時優先業務に基づく検討や所属内の体制検討を中心とする課

題目標を設定し、様々なケースを想定したマニュアルの策定や訓練の実施により、災害対策の実効性を高

めていくことが重要になる。 


